
地方独立行政法人市立秋田総合病院第２期中期計画新旧対照表

改　　正　　案 現　　　　　行

前文　（略） 前文　（略） 

第１～第９　（略） 第１～第９　（略） 

第10　その他業務運営に関する重要事項 第10　その他業務運営に関する重要事項 

　１　法令・行動規範の遵守 　１　法令・行動規範の遵守 

　　　医療法をはじめとする各種関係法令、臨床倫理 　　　医療法をはじめとする各種関係法令、臨床倫理

に係るガイドライン等を遵守し、倫理的な問題を に係るガイドライン等を遵守し、倫理的な問題を

含むと考えられる医療行為については、病院内の 含むと考えられる医療行為については、病院内の

倫理委員会又は治験審査委員会において十分な検 倫理委員会又は治験審査委員会において十分な検

  討を行います。 討を行います。

　　　また、患者の個人情報の保護および患者又は家 　　　また、患者の個人情報の保護および患者又は家

族からの情報開示請求については、個人情報の保 族からの情報開示請求については、秋田市個人情

護に関する法律（平成15年法律第157号）および 報保護条例（平成17年秋田市条例第11号）および

秋田市情報公開条例（平成９年秋田市条例第39 秋田市情報公開条例（平成９年秋田市条例第39

  号）に基づき適切に対応します。 号）に基づき適切に対応します。

　　　なお、職員の倫理、行動規範および公益通報制 　　　なお、職員の倫理、行動規範および公益通報制

度についても、関連する規程を周知し、職員の法 度についても、関連する規程を周知し、職員の法

  令遵守体制の充実を図ります。 令遵守体制の充実を図ります。

  　２～５　（略）

第11　（略） 　２～５　（略） 

用語解説　（略） 第11　（略） 

用語解説　（略）

 

 


